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は じ め に 
 

 

 国勢調査は、わが国の人口、世帯、産業構造等の実態を調査するわが

国最大規模の統計調査です。  

 大正９（１９２０）年に第１回調査が実施されて以来、ほぼ５年ごと

に国の指定統計第１号として実施され、今回の平成２２（２０１０）年国勢調査

は、１９回目となりました。  

 国勢調査の結果は、国の政治行政、都道府県、市町村各自治体の行

政施策のたいへん重要な基礎資料となっています。  

 この報告書は、平成２２年１０月１日を調査日として実施された平

成２２年国勢調査の集計結果を基に「綾部市の人口」としてまとめた

ものです。各種行政の基礎資料として御活用いただければ幸いに存じ

ます。  

 最後に、この度の国勢調査の実施に当たり、御協力いただきました

指導員、調査員及び市民の皆様をはじめ、関係各位に厚くお礼申し上

げます。  

 

 

  平成２４年１０月  

 

 

                     綾部市総務部総務課  
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平成２２年国勢調査の概要 

 

１ 調査の時期 

平成２２年国勢調査は、平成２２年１０月１日午前零時（以下「調査時」という。）

現在によって行われました。 

 

２ 調査の法的根拠 

 平成２２年国勢調査は、統計法（平成１９年法律第５３号）第５条第２項の規定

並びに次の政令及び総理省令に基づいて行われました。 

  国勢調査令（昭和５５年政令第９８号） 

  国勢調査施行規則（昭和５５年総理府令第２１号） 

  国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令（昭和５９年総理府令第２４号） 

 

３ 調査の対象 

平成２２年国勢調査は、調査時において、日本に常住している者について行われ

ました。ここで「常住している者」とは、当該住居に３か月以上にわたって住んで

いるか、又は住むことになっている者をいい、３か月以上にわたって住んでいる住

居又は住むことになっている住居のない者は、調査時現在居た場所に「常住してい

る者」とみなしました。 

ただし、次の者については、それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみ

なしてその場所で調査しました。 

（１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、第１２４条に

規定する専修学校又は第１３４条第１項に規定する各種学校に在学している者で、  

通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は、

その宿泊している施設 

（２）病院又は療養所に引き続き３か月以上入院し、又は入所している者はその病院 

又は療養所、それ以外の者は３か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅 

（３）船舶（自衛隊の使用する船舶を除く。）に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠

を有する者はその住所、陸上に生活の本拠の無い者はその船舶 

なお、後者の場合は、日本の船舶のみを調査の対象とし、調査時に本邦の港に

停泊している船舶のほか、調査時前に本邦の港を出港し、途中外国の港に寄港せ

ず調査時後５日以内に本邦の港に入港した船舶について調査しました。 

（４）自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は、その営舎又は当該船

舶が籍を置く地方総監部（基地隊に配属されている船舶については、その基地隊

本部）の所在する場所 
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（５）刑務所、尐年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち、死刑の確定した者

及び受刑者並びに尐年院又は婦人補導院の在院者は、その刑務所、尐年刑務所、

拘置所、尐年院又は婦人補導院 

本邦内に常住している者は、外国人を含めてすべて調査の対象としましたが、次の

者は調査から除外しました。 

（１）外国政府の外交使節団・領事機関の構成員（随員を含む。）及びその家族 

（２）外国軍隊の軍人・軍属及びその家族 

 

４ 調査事項 

  平成２２年国勢調査では、男女の別、出生の年月日など世帯員に関する事項を 

１５項目、世帯の数など世帯に関する事項を５項目、計２０事項について調査しま

した。 

（世帯員に関する事項） 

① 氏名 

②  男女の別 

③  出生の年月 

④ 世帯主との続き柄 

⑤ 配偶の関係 

⑥ 国籍 

⑦ 現在の住所における居住期間 

⑧ ５年前の住居の所在地 

⑨ 在学、卒業等教育の状況 

⑩ 就業状態 

⑪ 所属の事業所の名称及び事業の種類 

⑫ 仕事の種類 

⑬ 従業上の地位 

⑭ 従業地又は通学地 

⑮ 従業地又は通学地までの利用交通手段 

 

（世帯に関する事項） 

① 世帯の種類 

② 世帯員の数 

③ 住居の種類 

④ 住宅の床面積 

⑤ 住宅の建て方 
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５ 調査の方法 

平成２２年国勢調査は、総務省統計局－都道府県－市区町村－国勢調査指導員－

国勢調査員－世帯の流れにより行いました。 

調査は、総務大臣により任命された全国で約７０万人の調査員が調査票を世帯ご

とに配布し、世帯が調査票を調査員又は市区町村に提出する方法により行われまし

た。 

調査票の提出は、世帯が調査票に記入した上で、調査員への提出又は郵送による

提出のいずれかを選択する方法としました。 

 

６ 利用上の注意 

（１）統計表中の符号の用法は、次のとおりです。 

  「―」 ・・・ 該当数字のないもの 

「Ⅹ」 ・・・ 統計法に基づく秘匿数値 

「０」 ・・・ 単位未満のもの 

「△」 ・・・ 負数（マイナス） 

なお、数字の単位未満は四捨五入し、総数には不詳を含んだため、総数と内訳

の計が一致しない場合があります。 

（２）この報告書の数値は、平成２２年国勢調査の調査区及び基本単位区を基に集

計したものであり、日常使用している地区（自治会）の区域及び数値と異なっ

ている場合があります。 

 

７ 内容についての問い合わせ先 

綾部市総務部総務課情報管理担当 

℡０７７３（４２）３２８０（内線：２２３・２４２） 
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用 語 の 解 説 

 

○ 人口 

  調査した人口は「常住人口」です。常住人口とは調査時に常住している場所で調

査する方法（常住地方式）による人口をいいます。 

 

○ 年齢 

  年齢は、平成２２年９月３０日現在による満年齢です。 

  なお、平成２２年１０月１日午前零時に生まれた人は、０歳としました。 

 

○ 配偶関係 

  配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により、次のとおり区分しま

した。 

   未 婚   まだ結婚したことのない人 

   有配偶   届出の有無に関係なく、妻又は夫のある人 

   死 別   妻又は夫と死別して独身の人 

   離 別   妻又は夫と離別して独身の人 

 

○ 世帯の種類 

  世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分しました。 

一般世帯とは、次のものをいいます。 

（１）住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単 

身者 

ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人について 

は、人数に関係なく雇主の世帯に含めました。 

（２）上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又

は下宿屋などに下宿している単身者 

（３）会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単 

身者 

   施設等の世帯とは、次のものをいいます。 

なお、世帯の単位は、原則として下記の（１）、（２）及び（３）は棟ごと、（４）

は中隊又は艦船ごと、（５）は建物ごと、（６）は一人一人です。 

（１）寮・寄宿舎の学生・生徒   学校の寮・寄宿舎で起居を共にし、通学 

している学生・生徒の集まり 

（２）病院・療養所の入院者   病院・療養所などに、すでに３か月以上入 
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  院している入院患者の集まり 

（３）社会施設の入所者   老人ホーム、児童保護施設などの入所者の集ま 

  り 

（４）自衛隊営舎内居住者   自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり 

（５）矯正施設の入所者   刑務所及び拘置所の被収容者並びに尐年院及び 

婦人補導院の在院者の集まり 

（６）その他   定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠（住所） 

を有しない船舶乗組員など 

 

○ 世帯人員 

  世帯人員とは、世帯を構成する各人（世帯員）を合わせた数をいいます。 

 

○ 世帯の家族類型 

  世帯の家族類型とは、一般世帯を、その世帯員の世帯主との続き柄により、次の

とおり区分した分類をいいます。 

  平成２２年調査から、統計の利用の便に供するため、「親族世帯」及び「非親族世

帯」を「親族のみの世帯」及び「非親族を含む世帯」に変更しました。 

 

  Ａ 親族のみの世帯   二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族

関係にある世帯員のみからなる世帯 

  Ｂ 非親族を含む世帯   二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親

族関係にない人がいる世帯 

  Ｃ 単独世帯   世帯人員が一人の世帯 

   

○ 母子世帯・父子世帯 

  母子世帯とは、未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の２０歳未満の子供のみ

から成る一般世帯をいいます。 

  父子世帯とは、未婚、死別又は離別の男親と、その未婚の２０歳未満の子供のみ

から成る一般世帯いいます。 

 

○ 高齢単身世帯・高齢夫婦世帯 

  高齢単身世帯とは、６５歳以上の人一人のみの一般世帯をいいます。 

  高齢夫婦世帯とは、夫６５歳以上、妻６０歳以上の夫婦１組の一般世帯をいいま

す。 

○ 住居の種類 

  一般世帯について、住居を次のとおり区分しています。 
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住宅   一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建物（完全に区 

画された建物の一部を含む。） 

     一戸建ての住宅はもちろん、アパート、長屋などのように独立して家庭生 

活を営むことができるような構造になっている場合は、各区画ごとに一戸の 

住宅となります。 

住宅以外   寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させる 

ための建物や、病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない 

建物 

 なお、仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含ま

れます。 

 

○ 住宅の所有関係 

   住宅に居住する一般世帯について、住宅の所有の関係を、次のとおり区分して

います。 

   主世帯   「間借り」以外の以下の５区分に居住する世帯 

   持ち家   居住する住宅がその世帯の所有である場合 

    なお、所有する住宅は、登記の有無を問わない。 

    また、分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれます。 

   公営の借家   その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市（区）町村営 

の賃貸住宅やアパートであって、かつ給与住宅でない場合 

   都市再生機構・公社の借家   その世帯の借りている住宅が都市再生機構又 

    は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅 

やアパートであって、かつ給与住宅でない場合 

     なお、これには、雇用・能力開発機構の雇用促進住宅（移転就職者用宿舎） 

も含まれます。 

   民営の借家   その世帯の借りている住宅が「公営の借家」、「都市再生機構・ 

公社の借家」及び「給与住宅」でない場合 

   給与住宅   勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に、 

職務の都合上又は給与の一部として居住している場合 

     なお、この場合、家賃の支払いの有無を問わない。また、勤務先の会社又 

は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれます。 

   間借り   他の世帯が住んでいる住宅（持ち家、公営の借家、都市再生機構・ 

公社の借家、民営の借家、給与住宅）の一部を借りて住んでいる場合 

 

○ 人口集中地区 

人口集中地区とは、市区町村の境域内において、人口密度の高い基本単位区（原
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則として人口密度が１㎢当たり４，０００人以上）が隣接し、かつ、その隣接し

た基本単位区内の人口が５，０００人以上となる地域です。 

  

・人口集中地区を設定した経緯 

１．昭和２８年に施行された「町村合併促進法」等に伴う「昭和の大合併」によ

り、市部の地域内に農漁村的性格の強い地域が広範囲に含まれるようになりま

した。 

  ２．市部の地域は、従来表していた統計上の「都市的地域」としての特質を必ず

しも明瞭に表さなくなり、統計の利用に不便が生じてきました。 

  ３．昭和３５年調査の際に、この「都市的地域」の特質を明らかにする新しい統

計上の地域単位として「人口集中地区」を設定し、これらについても集計する

ことにしました。 

  ４．地方交付税の交付額算定基準の一つとして利用されているほか、都市計画、

地域開発計画などの各種行政施策、学術研究、民間の市場調査などに広く利用

されています。 

○ 労働力状態 

  １５歳以上の者について、平成２２年９月２４日から３０日までの１週間（以下

「調査週間」という。）に「仕事をしたかどうかの別」により、次のとおり区分しま

した。 

                         主に仕事 

                   就業者   家事のほか仕事 

          労働力人口         通学のかたわら仕事 

                         休業者 

 

１５歳以上人口            完全失業者 

 

                   家事 

          非労働力人口   通学 

                   その他 

 

労働力人口   就業者と完全失業者を合わせたもの 

  就業者   調査週間中、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入な 

ど収入（現金収入を含む。）を伴う仕事を尐しでもした人 

    なお、収入になる仕事を持っていて、調査週間中、尐しも仕事をしなかった 

人のうち、次のいずれかに該当する場合は就業者としています。 

（１）勤めている人が、病気や休暇などで休んでいても、賃金や給料をもらうこ
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とになっている場合や、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業

給付金をもらうことになっている場合 

（２）事業を営んでいる人が、病気や休暇などで仕事を休み始めてから３０日未 

満の場合 

  また、家族の人が自家営業（個人経営の農業や工場・店の仕事など）の手 

伝いをした場合は、無給であっても、収入を伴う仕事をしたこととして、就 

業者に含めています。 

  主に仕事   主に勤め先での仕事や自家営業などの仕事をしていた場合 

家事のほか仕事   主に家事などをしていて、そのかたわら、例えばパートタ

イムでの勤め、自家営業の手伝い、賃仕事など尐しでも収入を伴う仕事をした

場合 

  通学のかたわら仕事   主に通学していて、そのかたわら例えばアルバイトな 

ど尐しでも収入を伴う仕事をした場合 

  休業者   （１）勤めている人が、病気や休暇などで休んでいても、賃金や給 

料をもらうことになっている場合や、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金

や介護休業給付金をもらうことになっている場合 

  （２）事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから３０日未満 

の場合 

  完全失業者   調査期間中、収入を伴う仕事を尐しもしなかった人のうち、仕 

事に就くことが可能であって、かつ、ハローワーク（公共職業安定所）に申し 

込むなどして積極的に仕事を探していた人 

非労働力人口   調査期間中、収入を伴う仕事を尐しもしなかった人のうち、

休業者及び完全失業者以外の人（労働力状態「不詳」を除く） 

家事   自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 

通学   主に通学していた場合 

  その他   上のどの区分にも当てはまらない場合（高齢者など） 

 

  ここでいう通学には、小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大

学・大学院のほか、予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合

も含まれます。 

 

○ 従業上の地位 

就業者について、調査期間中その人が仕事をしていた事業所における地位によっ 

て、次のとおり区分したものです。 

平成２２年調査では、従来雇用者の内訳が「常雇」及び「臨時雇」であったもの

を、雇用形態の変化に対応するため、次のとおり「正規の職員・従業員」、「労働者
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派遣事業所の派遣社員」及び「パート・アルバイト・その他」に変更しました。 

 

雇用者   会社員・工員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの 

家事手伝い・日々雇用されている人・パートタイムやアルバイトなど、会社・ 

団体・個人や官公庁に雇用されている人で、次にいう「役員」でない人 

正規の職員・従業員   勤め先で一般職員又は正社員と呼ばれている人 

労働者派遣事業所の派遣社員   労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇 

用され、そこから派遣されている人 

  パート・アルバイト・その他   ・就業の時間や日数に関係なく、「パートタイ

マー」、「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている人 

   ・専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用され、雇用期間の定

めのある「契約社員」や労働条件や雇用期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」

又はそれに近い名称で呼ばれている人 

  役員   会社の社長・取締役・監査役、団体・公益法人や独立行政法人の理事・ 

監事などの役員 

  雇人のある業主   個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・ 

弁護士などで、雇人がいる人 

  雇人のない業主   個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・ 

弁護士・著述家・家政婦などで、個人又は家族とだけで事業を営んでいる人 

  家族従業者   農家や個人商店などで、農仕事や店の仕事などを手伝っている 

家族 

  家庭内職者   家庭内で賃仕事（家庭内職）をしている人 

 

○ 産業 

就業者について、調査期間中にその人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業

の種類によって分類したものをいいます（調査週間中「仕事を休んでいた人」につ

いては、その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類）。 

 平成２２年国勢調査に用いた産業分類は、日本標準産業分類（平成１９年１１月

改訂）を基に、大分類は２０項目、中分類は８２項目、小分類は２５３項目に区分

されています。 

また、労働者派遣法に基づく派遣労働者は、平成１７年以前の調査では、「労働者

派遣業」に分類していましたが、２２年調査から、派遣先で実際に従事する産業を

基に分類しています。 
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<注意点> 

１．仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は、その人が主に仕事をしていた

事業所の事業の種類によっています。 

  ２．労働者派遣事業所から派遣されて仕事をしている人は、派遣先の事業所の主

な事業の種類によって分類しています。 

  ３．本書の産業（３部門）の区分は、大分類を次のように集約したものです。 

 

第１次産業  Ａ 農業、林業   

Ｂ 漁業 

        

第２次産業    Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 

                 Ｄ 建設業 

            Ｅ 製造業 

 

第３次産業   Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

            Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業、郵便業 

Ｉ 卸売業、小売業 

Ｊ 金融業、保険業 

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 

                 Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 

O 教育、学習支援業 

P 医療、福祉 

Q 複合サービス業 

R サービス業（他に分類されないもの） 

            S 公務（他に分類されるものを除く） 

        



 

 

 

 

 

結 果 の 概 要 
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１ 全国の概要 

（１）総 数 

 ・ 平成２２年国勢調査による１０月１日現在の我が国の総人口は、１２８，０５７，

３５２人で、前回調査の１７年に比べ、３７，７４１人、０．３％増加しました。人

口増加率は、昭和５５年以降低下を続け、この５年間は戦後最低の人口増加率となっ

ています。 

・ 我が国の人口は、世界の人口６８億９６百万人の１．９％を占め、中国（１３．４

億人）、インド（１２．２５億人）、アメリカ合衆国（３．１億人）、インドネシア 

（２．４億人）、ブラジル（１．９億人）、パキスタン（１．７億人）、ナイジェリ

ア（１．６億人）バングラデシュ（１．５億人）、ロシア（１．４億人）に次いで 

１０番目となっています。 

 

（２）都道府県別人口 

・ 全国４７都道府県の人口は、３００万人以上は１０都道府県、２００万人台が１０

府県、１００万人台が１９県、１００万人未満が８県となっています。 

・ 人口増加率は、東京都が４．６％と最も高く、以下、神奈川県２．９％、千葉県 

２．６％、沖縄県２．３％、滋賀県２．２％と続いており、９都府県で人口が増加し

ました。 

 

（３）男女別人口 

 男女別人口では、男性６２，３２７，７３７人、女性６５，７２９，６１５人で、 

女性が３，４０１，８７８人多く、人口性比（女性１００人に対する男性の数）は、 

９４．８となっており、平成１７年に比べ０．５ポイント低下しています。 

 

（４）年齢別人口 

・ 年齢別人口では、年少人口（１５歳未満人口）は、１６，８０３，４４４人（総人

口の１３．２％）、生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満人口）は８１，０３１，８

００人（同６３．８％）、老年人口（６５歳以上人口）は２９，２４５，６８５人 

（同２３．０％）となっています。 

・ 老年人口は、平成１７年に比べ３，５７３，６８０人（１３．９％）増加し、総人

口に占める割合も前回の２０．２％から２．８ポイント上昇しており、高齢化が更に

進行しています。 

 ・ 年少人口は、平成１７年に比べ７１７，７９０人（４．１％）減少し、総人口に占

める割合も前回の１３．８％から０．６ポイント低下し、調査開始以来最も低くなっ

ています。 

・ 生産年齢人口は、平成１７年に比べ３，０６０，６１４人（３．６％）減少し、総

人口に占める割合も前回の６６．１％から２．３ポイント低下しています。 

・ 総人口に占める老年人口の割合を都道府県別にみると秋田県が２９．６％と最も高

く、沖縄県が１７．４％で最も低くなっています。平成１７年に比べるとすべての都

道府県で上昇しており、全国的に高齢化が進行しています。 
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・ 総人口に占める年少人口の割合は、平成１７年に比べすべての都道府県で低下し、 

その結果、沖縄を除く４６都道府県で老年人口が年少人口を上回りました。 
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２ 京都府の概要 

（１）総数 

   平成２２年１０月１日現在の京都府の人口は、２，６３６，０９２人で、 

平成１７年に比べ１１，５６８人（０．４％）減少し、全国人口の２．１％を

占め、全国４７都道府県中１３位となっています。 

 

（２）市町村別人口 

   京都府内１５市１０町１村のうち、前回に比べ増加したのは４市１町、減少

したのは１１市９町１村となっています。 

   人口増加は、木津川市が６，１１２人で最も多く、以下京田辺市３，９０２

人、長岡京市１，５０９人、精華町１，３９４人、宇治市１８人となっていま

す。 

    増加率でも、木津川市が９．６％と最も高く、以下京田辺市６．１％、精華町 

４．１％、長岡京市１．９％となっています。 

   一方、減少した市町村は、京丹後市が３，６８５人で最も多く、以下舞鶴市

３，０６４人、福知山市２，３２５人、綾部市１，９１９人、城陽市１，５９

９人となっています。 

減少率では、笠置町１３．３％、伊根町１１．３％、南山城村１１．２％、

和束町１０．３％、宮津市７．３％となっています。 

 

（３）男女別人口 

   男女別人口では、男性１，２６５，３８７人、女性１，３７０，７０５人で、

女性が１０５，３１８人多く、人口性比（女性１００人に対する男性の数）は

９２．３となっており、平成１７年の９２．６に比べ、０．３ポイント低下し

ています。 

 

（４）年齢別人口 

   年齢別人口では、年少人口は、３３４，４４４人（総人口の１２．７％、前

回１３．０％）、生産年齢人口は１，６５３，８１２人（同６２．７％、前回

６６．３％）、老年人口は６０５，７０９人（同２３．０％、前回２０．

０％）となっています。 

   前回調査と比べると、年少人口は、１０，６２７人（３．１％）減少、生産

年齢人口は１０２，６３５人（５．８％）減少しているのに対し、老年人口は、

７５，３５９人（１４・２％）の増加となりました。この結果、年齢３区分割

合は、前回調査に比べて年少人口が０．３ポイント、生産年齢人口が、３．６

ポイント低下する一方で、老年人口が３．０ポイント上昇しています。 
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３ 綾部市の概要 

（１）総数 

   平成２２年１０月１日現在の綾部市の人口は、３５，８３６人で、平成 

１７年と比較すると１，９１９人（５．１％）減少し、昭和２５年の市制施行

時の調査から減少を続けています。 

 

（２）人口集中地区（ＤＩＤ） 

   人口集中地区面積は３．６ｋ㎡、区域内人口は１２，６１７人で、平成 

  １７年と比較すると、面積は変更なし、人口では６．１％（前回１３，４

３９人）減少しました。 

 

（３）男女別人口 

男女別人口では、男性１７，０３６人で、前回調査と比較すると９９５人 

  （５．５％）の減少、女性１８，８００人で、９２４人（４．７％）の減少と

なり、女性が１，７６４人多く、人口性比（女性１００人に対する男性の数）

は９０．６で前回調査と比較すると０．８減少しています。 

   なお、人口性比は、全国の９４．８、京都府の９２．３と比較すると女性の

割合が多くなっています。 

 

（４）年齢別人口 

   年齢別人口では、年少人口が４，４９５人で総人口に占める割合は１２．６％（前

回１３．０％）、生産年齢人口が１９，３９６人で５４．２％（前回５６．

２％）、老年人口が１１，８８４人で３３．２％（前回３０．４％）となって

います。 

   前回調査と比較すると、６５歳未満の人口が２，２５７人減少し、老年人口

は３９２人（３．４％）増加し、老年人口の割合は前回調査から２．８ポイントの

増となりました。 

   なお、綾部市の老年人口の割合は、京都府内の市町村では６番目、市では２

番目に高くなっています。 

 

（５）地区別人口 

   今回調査で人口が増加したのは、吉美（２１３人）、中筋（２７人）の２地

区で、平成１７年調査時と同じく、吉美地区は桜が丘団地の分譲、中筋地区は

土地区画整理事業等による市街化等が主な要因と考えられます。 

 

（６）配偶関係 

１５歳以上人口を配偶関係別にみると、男性では、未婚者が３，６３７

人（１５歳以上の男性人口に占める割合２４．８％）、有配偶者が９，８０９

人（同６７．０％）、死別者６０９人（同４．２％）、離別者５４８人（同 

３．７％）となっています。 
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   一方女性では、未婚者が２，４２９人（１５歳以上の女性人口に占める

割合１４．６％）、有配偶者が９，７８４人（同５８．８％）、死別者３，４８０人

（同２０．９％）、離別者８６６人（同５．２％）となっており、前回に比べ、

男女とも離別者が増加しています。 

 

（７）世帯数 

世帯総数は、１４，００６世帯で、前回と比較すると２８０世帯（２．０％）減少

しています。 

うち一般世帯数は１３，９８８世帯、世帯人員は３５，０４８人で、１世帯当たり

人員は、２．５１人となっています。前回調査から世帯数は、１７３世帯（１．

２％）、世帯人員は１，８９０人（５．１％）減少したため世帯規模が２．６

１人から０．１人縮小しました。 

    

（８）世帯の類型 

核家族世帯は８，１７９世帯（一般世帯の５８．５％）で、前回調査の 

８，４３６世帯（同５９．６％）から２５７世帯、１．１ポイント減少してい

ます。 

さらに、６５歳以上の親族のいる世帯は７，６３５世帯（同の５４．６％）で前回

調査の７，４１７世帯（同５２．４％）から２１８世帯、２．２ポイント増加し

ました。 

   単独世帯は３，６８９世帯（同２６．４％）で、そのうち６５歳以上の高齢

単身者は１，８７０人（男性４４０人、女性１，４３０人）となり、母子父子

世帯は２０９世帯（同１．５％）となっています。 

 

（９）労働力状態 

   平成２２年１０月１日現在の１５歳以上人口３１，２８０人の内、就業者は

１６，７５０人、完全失業者は９９３人で、この両者を合わせた労働力人口は

１７，７４３人となり、１５歳以上人口に占める割合は５６．７％となってい

ます。一方、家事や通学などの非労働力人口は１３，１４５人で、１５歳以上人口

に占める割合は４２．０％となっています。 

   前回調査と比べると、労働力人口は２，１８９人（１１．０％）減少し、非

労働力人口は６０３人（４．８％）増加しています。 

   労働力人口を男女別にみると男性が１０，０９１人、女性が７，６５２人で、

構成比は、男性５６．９％、女性４３．１％となっています。 

 

（１０）産業別就業者 

   １５歳以上就業者を産業３部門別にみると、第１次産業就業者は１，４６３人で

８．７％、第２次産業就業者は５，２１２人で３１．１％、第３次産業就業者

は９，５４８人で５７．０％となっており、前回調査と比較すると、第１次産 
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業就業者は８５６人（３６．９％）、第２次産業就業者は１，３０４人（２０．

０％）、第３次産業就業者は４７５人（４．７％）、いずれも減少しました。 

 

（１１）昼間人口  

   常住人口（夜間人口）３５，８３６人のうち通勤、通学により他市町

村に流出している人口は４，９４３人で他市町村から流入している人口

は５，０５１人で差し引き１０８人の流入超過となりました。  

   そのうち、通勤による流入人口は４，７６７人、流出人口は４，３３３人です。  



４　綾部市の人口の推移

人口密度

総　数 男 女 実　数 率 （１ｋ㎡当たり）

昭和 人 人 人 人 ％ ｋ㎡ 人 人 ｋ㎡

５年 48,206 22,401 25,805 908 1.92 348.49 138.3 － －

１０年 46,567 21,574 24,993 △ 1,639 △ 3.40 348.49 133.6 － －

１５年 45,388 21,158 24,230 △ 1,179 △ 2.53 348.49 130.2 － －

２２年 54,005 25,352 28,653 8,617 18.99 348.49 155.0 － －

２５年 54,055 25,804 28,251 50 0.09 348.49 155.1 － －

３０年 53,235 25,555 27,680 △ 820 △ 1.52 348.49 152.8 － －

３５年 51,258 24,149 27,109 △ 1,977 △ 3.71 348.49 147.1 11,108 1.1

４０年 48,339 22,238 26,101 △ 2,919 △ 5.69 348.49 138.7 12,726 1.7

４５年 44,983 20,751 24,232 △ 3,356 △ 6.94 348.49 129.1 12,484 2.3

５０年 43,490 20,414 23,076 △ 1,493 △ 3.32 348.49 124.8 11,937 2.5

５５年 42,552 20,096 22,456 △ 938 △ 2.16 348.49 122.1 12,806 3.0

６０年 41,903 19,816 22,087 △ 649 △ 1.53 348.49 120.2 12,228 3.0

平成２年 40,595 19,197 21,398 △ 1,308 △ 3.12 347.11 117.0 11,299 2.7

７年 39,981 19,067 20,914 △ 614 △ 1.51 347.11 115.2 12,867 3.3

１２年 38,881 18,548 20,333 △ 1,100 △ 2.75 347.11 112.0 13,303 3.4

１７年 37,755 18,031 19,724 △ 1,126 △2.90 347.11 108.8 13,439 3.6

２２年 35,836 17,036 18,800 △ 1,919 △ 5.08 347.11 103.2 12,617 3.6

注）昭和２５年以前は、市町村合併前により総務省統計局の推計による。
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